
19

3
月
は
国
民
健
康
保
険
税
第

期
分

10

の
納
付
月
で
す

　
国
保
税
は
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

医
療
費
や
出
産
育
児
一
時
金
、
葬
祭
費

な
ど
に
充
て
ら
れ
ま
す
。
本
年
度
の
納

付
月
は
3
月
が
最
後
で
す
。
本
年
度
分

の
国
保
税
は
年
度
内
に
納
付
を
。
ま
た
、

納
付
に
は
納
め
忘
れ
が
な
く
、
便
利
な

口
座
振
替
や
納
税
組
合
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
　
※
納
税
組
合
の
加
入
方
法
等
は
、

納
税
課
へ
お
尋
ね
を
。

●問
国
民
健
康
保
険
課

国
民
年
金
保
険
料
は
納
期
内
に
納
め

ま
し
ょ
う

　
保
険
料
の
未
納
期
間
が
長
く
な
る
と
、

将
来
の
年
金
受
給
権
や
受
給
額
に
影
響

し
ま
す
。
必
ず
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ

う
。
納
付
が
済
ん
で
い
な
い
人
は
、
早

め
の
納
付
を
。
納
付
書
が
な
い
場
合
は
、

再
発
行
し
ま
す
の
で
、
社
会
保
険
事
務

所
へ
ご
連
絡
を
。

●問
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

緯
　
・
1
1
4
8

34
土
地
の
路
線
価
格
と
標
準
宅
地
の
価

格
を
公
開

　
●時
4
月
1
日
か
ら
●場
資
産
税
課

●問
資
産
税
課

軽
自
動
車
税
は
4
月
1
日
現
在
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す

　
持
ち
主
の
変
更
や
廃
車
、
盗
難
に

遭
っ
た
と
き
な
ど
は
、
3
月
　
日
ま
で

31

に
手
続
き
を
。

●問
資
産
税
課（
1
2
5
呪
以
下
の
バ
イ

　
ク
、
小
型
特
殊
車
）

●問
佐
世
保
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

　（
二
輪
の
小
型
自
動
車
）

緯
0
5
0
・
5
5
4
0
・
2
0
8
4

●問
軽
自
動
車
協
会（
軽
二
・
三
・
四
輪
）

緯
　
・
1
3
8
5

31

身
体
障
害
者
な
ど
は
軽
自
動
車
税
を

減
免

　
●対
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
所
有

し
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
人
●申
4
月

1
日
～
6
月
1
日
　

●問
資
産
税
課

佐
世
保
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
の

解
散

　
佐
世
保
市
近
隣
の
市
町（
1
市
　
町
）

13

の
交
流
を
深
め
る
目
的
で
、
平
成
7
年

に
同
組
合
を
設
立
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
西
海
圏
w
e
b
」な
ど
に
よ
る
地
域
情

報
の
発
信
や
、
物
産
イ
ベ
ン
ト「
西
海

に
せ
ん
市
」の
開
催
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
近
年

の
市
町
合
併
の
進
展
、
広
域
行
政
の
見

直
し
な
ど
に
よ
り
、
当
組
合
は
3
月
　31

日
で
解
散
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
同
日
終
了
）。

●問
企
画
調
整
課

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に
ご
加
入
を

　
5
人
以
上
の
団
体
で
お
申
し
込
み
を
。

掛
け
金
は
年
齢
、
種
目
で
異
な
り
ま
す

保
険
期
間
＝
4
月
1
日（
4
月
1
日
以

降
加
入
の
場
合
は
、
入
金
日
の
翌
日
）

～
来
年
3
月
　
日
31

●問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

夜
間
漏
水
調
査
に
ご
協
力
を

　
水
道
管
の
漏
水
調
査
は
、
わ
ず
か
な

漏
水
音
を
聞
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
、
車
両
の
通
行
量
や
水
道
の
使

用
が
一
日
で
最
も
少
な
い
深
夜
に
、
毎

週
1
回
、
区
域
を
決
め
て
実
施
し
て
い

ま
す
。
漏
水
の
早
期
発
見
と
道
路
陥
没

な
ど
の
二
次
災
害
を
防
ぐ
た
め
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●問
水
道
局
給
水
課
緯
　
・
1
1
5
1

24

●問
東
部
営
業
所
緯
　
・
3
3
2
6

38

●問
西
部
営
業
所
緯
　
・
6
3
3
3

47

近年、わが国に在留する外国人は増えてい
ます。それに伴い外国人という理由だけ
でアパートの入居を拒否されたり、公衆浴
場の入浴を拒否されたりする人権問題も
発生しています。言語、宗教、習慣など違
いを超えて外国人の持つ文化などを受け
入れ、尊重していくことが国際社会の一員
として望まれています。

●問人権啓発課

1．縦覧帳簿

●時4月1～30日の土・日曜、祝日を除く8時
30分～17時15分●場資産税課、各支所、各
行政センター　※支所と行政センターは
管内分だけ●内自己資産以外の土地や家屋
の平成21年度の固定資産税の基礎となる
評価額●対納税者とその同居家族、納税管
理人、代理人（委任状が必要）●料無料
2．課税台帳

●時4月1日～来年3月31日の土・日曜、祝日
を除く8時30分～17時●場資産税課、各支所、
各行政センター●内平成21年度の固定資産
税（償却資産・土地・家屋）の評価額●対納税
義務者とその同居家族（5月1日以降は委任
状が必要）、納税管理人、借地・借家人（対
象物件だけ。賃貸借契約書か所有者から
の委任状が必要）、代理人（委任状が必要）
●料無料（5月1日から有料）
※1、2とも印鑑が必要です。納税通知書
　や課税明細書を持っている人は持参し
　てください。
※固定資産税の納税者で、課税台帳に登録
　された価格に不服がある場合は、4月1日
　から固定資産評価審査委員会へ文書に
　よる申し出ができます。申し出の期間
　は、納税通知書到達後60日間です。詳し
　くはお尋ねを。

●問資産税課

人権シリーズ「外国人」

固定資産の縦覧帳簿と課税台帳の閲覧

18

祝
日
の
燃
や
せ
る
ご
み
収
集

　
3
月
　
日（
金
・
春
分
の
日
）＝
収
集

20

し
ま
す
。

●問
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

緯
　
・
2
4
2
8

32
指
定
ご
み
袋
取
扱
店
を
追
加

　
購
入
補
助
券
と
同
時
に
配
布
し
た
指

定
ご
み
袋
取
扱
店
一
覧
と
本
紙
2
月
号

で
お
知
ら
せ
し
た
取
扱
店
に
追
加
し
て
、

次
の
店
舗
で
も
取
り
扱
い
ま
す
▽
松
尾

商
店（
大
宮
町
）▽
ド
ラ
ッ
グ
セ
ガ
ミ
相

浦
店（
上
相
浦
町
）▽
立
石
商
店（
下
本

山
町
）▽
槇
商
店（
高
梨
町
）▽
セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン
佐
世
保
長
畑
町
店（
長
畑
町
）

▽
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
佐
世
保
日
宇
店

（
日
宇
町
）▽
ド
ラ
ッ
グ
セ
ガ
ミ
日
野
店

（
日
野
町
）▽
セ
ガ
ミ
薬
品
四
ヶ
町
店

（
本
島
町
）▽
ド
ラ
ッ
グ
セ
ガ
ミ
佐
世
保

大
和
店（
大
和
町
）▽
マ
ル
シ
ョ
ー（
吉

井
町
直
谷
）

●問
環
境
部
総
務
課
緯
　
・
6
5
2
0

31

資
源
集
団
回
収
報
奨
金
の
交
付
申
請

　
平
成
　
年
度
後
期
分（
　
～
3
月
分
）

20

10

の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
期
日

を
過
ぎ
る
と
支
給
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
　
●申
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対

策
課
●〆
3
月
　
日
　
※
平
成
　
年
度
後

31

20

期
分
以
外
の
申
請
は
原
則
で
き
ま
せ
ん
。

●問
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

緯
　
・
2
4
2
8

32
し
尿
収
集
運
搬
料
金
の
改
定

　
　
竣
当
た
り
百
六
十
円
か
ら
百
七
十

18
五
円（
宇
久
地
域
は
　
竣
当
た
り
二
百

36

二
十
円
か
ら
　
竣
当
た
り
百
三
十
円
）

18

に
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
旧
佐
世
保
市
内

の「
定
額
制
」が「
従
量
制
」に
な
り
ま
す

●時
4
月
1
日
収
集
分
か
ら
　

●問
環
境
部
総
務
課
緯
　
・
6
5
2
0

31

古
い
電
話
帳
を
回
収
し
ま
す

　
新
し
い
電
話
帳
を
配
達
す
る
際
に

（
4
月
予
定
）、
古
い
電
話
帳
を
回
収
し

ま
す
の
で
配
達
員
に
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

不
在
の
場
合
は
、
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン

タ
へ
ご
連
絡
を
　
※
N
T
T
西
日
本
で

は
、
紙
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

●問
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ

緯
0
1
2
0
・
5
0
6
・
3
0
9

緑
の
募
金「
街
頭
募
金
」の
実
施

　
●時
3
月
　
日
　
時
　
分
～
　
時
　

20

12

45

14

30

分
●場
島
瀬
公
園
前
ア
ー
ケ
ー
ド

※
募
金
し
た
人
に
は
花
苗
を
進
呈
。　

●問
農
林
整
備
課
内
・
佐
世
保
市
緑
化
推

　
進
協
議
会
 

「
業
務
用
は
か
り
」は
検
査
が
必
要

　
商
店
や
病
院
な
ど
で
使
用
す
る
業
務

用（
取
引
・
証
明
用
）の
は
か
り
は
、
計

量
法
に
基
づ
く
定
期
検
査
が
必
要
で
す
。

検
査
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
連
絡
を
。

●問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
緯
　・2
5
9
2

22

人
権
擁
護
委
員
に
ご
相
談
を

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
人
権
問

題
の
相
談
に
応
じ
た
り
、
人
権
啓
発
活

動
を
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
相
談
は

無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ど
う
ぞ
▽
①
江
口
 治
 
は
る

 憲
 （東
浜

の
り

町
）②
 長
 
な
が

 峯
 フ
ジ
ヱ（
吉
井
町
）③
川
口

み
ね

 佳
 
よ
し

 子
 （小
佐
々
町
）④
高
平

こ

 保
 
や
す

 子
 （小
こ

佐
々
町
）　
※
敬
称
略
。
委
嘱
日
は
①

②
平
成
　
年
　
月
1
日
、
③
④
平
成
　

20

10

21

年
1
月
1
日
。

●問
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総

　
務
課
緯
　
・
4
8
5
0

24

不
動
産
の
無
料
相
談
会

　
不
動
産
鑑
定
士
が
不
動
産
の
売
買
や

相
続
、
賃
貸
借
な
ど
に
つ
い
て
相
談

（
無
料
）に
応
じ
ま
す
　
●時
4
月
1
日

　
～
　
時
●場
佐
世
保
交
通
会
館
4
階
・

10

16

1
号
室（
栄
町
）

●問
長
崎
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

緯
0
9
5
・
8
2
2
・
3
4
7
1

4
月
1
日
か
ら
は
新
し
い
国
民
健
康

保
険
証
を
使
い
ま
し
ょ
う

　
平
成
　
年
度
の
新
し
い
保
険
証

21

（
カ
ー
ド
）を
3
月
末
に
郵
送
し
ま
す
。

4
月
1
日
以
降
に
病
院
に
行
く
と
き
は
、

新
し
い
保
険
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●問
戸
籍
住
民
課

国
民
健
康
保
険
の
夜
間
・
日
曜
相
談

日
の
開
設

　
●時
夜
間
相
談
＝
3
月
　
、　
日
　
時

19

24

20

ま
で
、
日
曜
相
談
＝
3
月
　
日
9
～
　

22

16

時
●場
国
民
健
康
保
険
課
●内
保
険
税
の

納
付
、
国
保
資
格
、
医
療
費
な
ど

●問
国
民
健
康
保
険
課

LIFEANDINFORMATION

市役所各課へは
代表番号緯24-1111
からおつなぎします。

●時=とき、●場=ところ、●内=内容、●対=対象、●料=料金・会費、●定=定員、●申=申し込み・提出、●〆=締め切り、●問=問い合わせ


